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様式第 1号 

会 議 録 

会議の名称 令和４年度 第１回 所沢市地域福祉推進委員会 

開催日時 令和４年５月２７日（金）１４時００分  ～  １６時００分 

開催場所 こどもと福祉の未来館 多目的室３・４号 

出席者の氏名 

中島 修（委員長）、新井 むつ子、大島 隆代、河野 嘉子、工藤 裕司、 

小松 君恵、髙柳 進、田中 保子、中川 博之、根本 明子、長谷部 賢司、

原 紘一 

欠席者の氏名 赤坂 悦（副委員長）、内山 直樹、飛田 裕子 

説明者の職・氏名 地域福祉センター 副主幹 遠藤 康代、主任 伊藤 庸介、主任 竹村 俊朗 

議 題 

（１） 第３次所沢市地域福祉計画の進捗状況（令和３年度実績）について 

（２） 第２次地域福祉計画総括に対する質問への回答について 

（３） その他 

会議資料 

【配付資料】 

・会議次第 

・資料１ 第３次地域福祉計画進捗状況表 

・資料２ 第２次地域福祉計画総括に係る報告書への意見一覧 

・ひきこもりの方の社会参加のための支援 

・生活困窮者自立支援事業について 

・あったかサポート「りーち！」 

・ひきこもり家族交流会チラシ 

・地域資源ブックマーク 

・こどもと福祉の未来館だより『トコみらい』第３号、第４号 

・ゼロカーボンシティチラシ 

・夏のボランティア体験２０２２ｉｎ所沢 

担当部課名 

福祉部 地域福祉センター    電話０４（２９２２）２１１５ 

 前田福祉部長 

 内野福祉部次長 

菅原センター担当参事 

遠藤副主幹 

伊藤主任 

竹村主任 
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様式第２号 

発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

 

事務局 

（菅原センタ

ー担当参事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

中島委員長 

 

 

 

 

 

事務局 

（菅原センタ

ー担当参事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（伊藤主任） 

 

 

 

１ 開  会  

開会を宣言した。 

 

 

２ 委嘱状の交付  

前田福祉部長より委嘱状を読み上げ、交付。 

工藤委員 

 

３ 事務局職員の紹介  

 令和４年４月１日付人事異動に伴う事務局職員の自己紹介を行った。 

 

○委員長挨拶 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から書面審議が続いており、本日は１年ぶり

の開催となった。書面審議については、多くの意見を寄せていただき感謝を申し上げる。

また従前どおり委員各位と対面で忌憚のない意見を交わしていきたいのでよろしくお願

いしたい。 

 

○会議の運営方法に関して 

下記のとおりとさせていただく。 

・会議の公開・非公開について、原則公開とする。 

・会議録の記録方式について、発言者名は公開とし、要約方式で記録する。 

・会議録の確定について、委員長に署名・承認を得て、確定する。 

 

○欠席者の報告 

赤坂副委員長、内山委員、飛田委員 

 

○傍聴希望者 １名 

 

○資料の確認 

配付資料を確認した。 

 

４ 議  題  

（１）「第３次所沢市地域福祉計画進捗状況（令和３年度実績）について」 

資料１により、地域福祉計画の指標としている市及び社会福祉協議会（以下、「社協」）

計４７の取組みについて、令和３年度実績の報告を行った。 

・令和５年度目標を達成した取組は１４あった。 

・令和５年度目標に対し、９０％以上達成している取組は１１あった。 

・９０％以上を達成した指標の傾向として、「暮らしの相談事業における相談拠点の
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中島委員長 

 

 

 

 

 

中川委員 

 

 

 

長谷部委員 

 

 

事務局 

（伊藤主任） 

 

長谷部委員 

 

事務局 

（伊藤主任） 

 

大島委員 

 

 

 

 

事務局 

（遠藤副主

幹） 

 

小松委員 

 

事務局 

（遠藤副主

幹） 

数」、「地域子育て支援拠点事業実施施設のある中学校区」、「高齢者の憩いの場

の数」、「子ども食堂等子どもの居場所の設置数」、「災害時における福祉避難所

施設利用に関する協定締結件数」といった各種拠点施設の設置が挙げられる。 

・全体としては８４％の達成率。 

 

国の制度改正によってＰＤＣＡサイクルへのより一層の取組みが言われている中、第

３次地域福祉計画においてもできる限り数値目標を定めて策定した。報告にあったとお

り、どこの地域でも共通してコロナ禍により各種相談件数が増加している。一方で、来

場者数といった人が集まる講座等は影響を受けやすく、数字が低いのは否めない。ただ、

そのような中でも拠点づくり関連の指標では努力いただいた印象である。 

 

コロナ禍であることを考慮すれば、３年度の目標値は致し方ないと感じている。今年

度は世の中の動きもかなり経済優先で活発化しているので、数値に変動があると見てい

る。 

 

令和３年度の平均達成率は８４％とのことだが、第２次地域福祉計画の令和２年度達

成率は。 

 

第２次地域福祉計画令和２年度の平均達成率は８０．２％であった。 

 

 

改善されてきているということか。 

 

第６次所沢市総合計画に定めている評価指標には達していないが、上昇傾向にはある。 

 

 

基本施策８の指標のうち、「更生保護サポートセンターにおける活動件数」について

だが、例えば、ほかの権利擁護や地域と比較して多い方なのか。この活動件数は保護司

との連絡関係などだと思うが、今後重要な領域になっていくと考えているので説明願い

たい。 

 

更生保護サポートセンターについては、所沢市役所本庁１階にある福祉総務課内にス

ペースが確保され、保護司が在席している。主に対象者との面談や保護司同士の情報共

有の場として活用いただいており、それらを活動件数としている。 

 

令和５年度目標値をすでに達成した指標については、設定を変更するのか。 

 

第２次地域福祉計画においては目標値の見直しを毎年行っておらず、計画期間前期３

年間の終了後に行った。第３次地域福祉計画についても同様のスケジュール予定である。 
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中島委員長 

 

 

高柳委員 

 

 

 

 

 

中島委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（遠藤副主

幹） 

 

 

 

 

 

 

田中委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会状況の変化によって急激に需要が伸びて目標値を達成することもあるが、３年ご

とにチェックしている。 

 

重点施策Ａの指標のうち、「民生委員・児童委員による訪問回数」についてだが、コ

ロナ禍で訪問がなかなかできないということで、地元の町内会単位で苦情をいただいて

いる。新所沢東地区民児協会長にも相談し、チラシのポスティングや掲示板を活用して

もらうことを要請した。民生委員・児童委員の方々が日頃から尽力されていることは理

解しているので、今後も連携を図っていきたい。 

 

民生委員・児童委員の訪問活動については、国から自粛要請の通知が出ている。その

ような状況下にあって、訪問回数が９０％以上、相談支援件数が１００％の達成率とい

うことは、コロナの感染状況が改善されて徐々に活動が再開されつつあると思われる。 

その延長の話になるが、基本施策４「子ども食堂等子どもの居場所の設置数」や、基本

施策６「生活支援コーディネーターや協議体の活動を通じて把握する地域における社会

資源の数」といった、拠点数は増加しているものの開催数が減少している状況がある一

方で、例えば子ども食堂において集まることが困難なため、弁当を届ける訪問型の活動

に転換したといった工夫や努力を社会福祉協議会はじめ地域福祉従事者の方々が実践さ

れていることから、こうした数字には反映されない部分も委員会として理解し丁寧に見

ていく必要がある。 

 

「民生委員・児童委員による訪問回数」の補足として、令和３年度実績値が１３２，

２５１回で現況値（令和元年度）１３４，７４０回を下回っているが、コロナ禍により

訪問回数が急激に下がった令和２年度実績値９６，９２９回からは、チラシのポスティ

ングや壁越し、窓越しの訪問といった対応で回復してきたと感じている。また、基本施

策６の指標「民生委員・児童委員による相談支援件数」については、令和２年度実績値

５，３００件で訪問回数ほどの著しい減少は見られず、令和３年度実績値では、１００％

の達成率となった。このことから、本当にお困りの方は電話等を通じて民生委員・児童

委員を頼られていたのではとの印象を受けた。 

 

目標値の設定は難しいと感じており、相談件数等の増加が相応しいかは以前にも議論

した点である。基本施策７の指標にある「民生委員・児童委員の充足率」では、現況値

（令和元年度）から３年度実績値が減少している。こうした担い手不足が解消されてい

ない状況にあって相談件数だけ増加しているのは指標として適切なのか疑問を感じてい

る。同様に地域包括支援センターにおいても、人員が限られている中で相談件数は右肩

上がりで、新規案件が一日で数件入ることもある。最大限の努力はしているが、どこま

で受け入れきれるかと思うこともあるので、件数以外での評価が出てくれればと感じて

いる。その点で、先程の集合型から訪問型への切り替えという数字に反映されない取組

みについては実感しており、所属している新所沢地区では「住民による住民のための助

け合い活動」が住民主導で今年度立ち上がったところである。ボランティアのレベルで

はあるが、年を重ねた際にどのように暮らしていきたいかを住民自身が意欲を持って取
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中島委員長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（遠藤副主

幹） 

 

 

 

中島委員長 

 

 

事務局 

（遠藤副主

幹） 

 

前田福祉部長 

 

 

 

中島委員長 

 

 

河野委員 

 

 

 

 

 

田中委員 

 

 

組む大変素晴らしい活動で、そのほかの地区でも同様の取組みが見受けられている。こ

ういった活動は、まさに数字で測りきれないものであり、今後も希望者を支援していき

たいと考えている。 

 

ひきこもりがちや認知症に対してナーバスになっている高齢者が増加している中、数

字には表れにくいが住民による地域活動の工夫という点も受け止めていかなければなら

ない。地域包括支援センターに関する指標については、所管の高齢者支援課との話し合

いで右肩上がりに数字が上がっていく目標値設定が必ずしもよしとしないことから、第

３次地域福祉計画では外している。 

 

２ 「第２次地域福祉計画総括に対する質問への回答について」 

資料２により、以下の説明を行った。 

・委員からの意見のうち、総括に反映させた箇所について 

・委員からの質問への回答について 

・コロナ禍による「人と人とのつながり」の希薄化の中、第３次計画で注視していく

点について（オンラインツールの発達、新ツールに不慣れな高齢者の情報格差） 

 

要援護高齢者調査は高齢者の状況を把握する重要な調査の一つとして毎年実施してい

たものと認識していたが、その調査が廃止されたということか。 

 

令和２年度がコロナ禍で中止となり、そのまま廃止ということになった。 

 

 

 

この調査とは別に、民生委員・児童委員の見守り活動によるつながりで地域ごとに把

握していくほか、要介護認定を受けていない７０歳以上の偶数年齢の高齢者を対象に、

健康や認知症に関するアンケート調査「元気アップ大調査」等も実施している。 

 

要援護高齢者調査を廃止しても、別に高齢者の状況を把握する方法があるとのこと。

大変重要な点だったので確認させていただいた。 

 

 新ツール発達に伴う高齢者の情報格差という点で、所沢市社会福祉協議会としても高

齢者が必要な情報を得るのに苦労されている現状を目の当たりにしている。ＣＳＷ、生

活支援コーディネーター、地域包括支援センター、民生委員・児童委員、民間企業とも

連携しながらスマホ教室を開催し、ＱＲコードやＬＩＮＥからの情報取得の伝達などを

行っている。 

 

 地域包括支援センターでは、地域住民向けにオンライン形式の介護予防教室という取

組みを行っているが、高齢者によってオンラインへの知識や経験にかなり差があり、人

によってはマンツーマンでフォローしなければならないことから難易度が高いという印
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中島委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（遠藤副主

幹） 

 

中島委員長 

 

 

 

 

大島委員 

 

 

 

 

 

事務局 

（遠藤副主

幹） 

 

 

 

事務局 

（菅原センタ

象である。しかしながら、オンラインの活用は今後も続くだろうことから地域福祉計画

においても組み込まれていくとよいと思う。 

 要援護高齢者調査の廃止については、当時地域包括支援センターとしても困惑し、民

生委員・児童委員の方々も活動する上でご苦労されていた。そのような中で地域福祉セ

ンターが尽力され、また、今後の活動において要援護高齢者調査と同等の必要性はない

ものとした上で地域住民の支援について工夫してきたことが、指標の「民生委員・児童

委員による相談支援件数」の増加につながっているのだと思う。 

  

 民生委員・児童委員の役割の重要性は様々な関わりを通して承知しているので、要援

護高齢者調査の廃止については複雑な気持ちでいる。しかしながら、代替手段や活動が

あるかが重要であり、また、委員の負担減という背景もあることから、それらを勘案し

た上での市の判断だったと理解している。 

 関連して気になっているのが、高齢者の状態がコロナ禍における閉じこもりによって

深刻化していないかということである。転倒して要介護認定になった、あるいは認知に

対する不安を抱えた高齢者が増加しているというのを感じている。例えば、要介護認定

度が上がっているかどうかといった市の統計はあるのか。 

 

 手元に資料がないため、次回委員会にて回答する。 

 

 

 

 現在、成年後見制度や権利擁護、契約支援への関心が非常に高まっているタイミング

で、しっかりした取組みができるかが重要だと考えている。終末期のあんしんサポート

や権利擁護の啓発研修などを通して、成年後見制度を難しいと感じている高齢者に対し

て関心を持っていただくのに効果的な時期にきている。 

 

 市長申立てを増やすということではないが、地域包括支援センターなどでキャッチし

た相談を精査していく段階で、受任者を付けるほどではない、親族が機能するのではな

いかとなってしまうと、せっかくの成年後見制度が利用しづらくなると考えている。専

門家が背中を押さないと権利擁護に結びつかない方々が大勢いると思う。各組織や機関、

市全体で考えていかなければならない。 

 

 こどもと福祉の未来館１階にある福祉の相談窓口において、権利擁護相談を実施して

いるが、６月から中核機関として成年後見センターという名称を付けることになった。 

ここでは実務者への研修も行っており、地域包括支援センターや障害者事業所等の専門

的な職員が対象になっている。こういった場を通して成年後見制度への理解を深めてい

き、皆で支え合っていく体制ができていくのではと考えている。 

 

 成年後見センターを設置することで、まずは相談体制の充実、次に広報周知の充実を

図っていく。また、地域連携ネットワークの構築が大変重要になることから所沢市成年
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ー担当参事） 

 

中島委員長 

 

 

 

 

工藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中委員 

 

 

 

 

中島委員長 

 

 

 

 

 

中川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

中川委員 

 

吐田支援員 

 

後見制度推進検討委員会において順次、検討していく予定である。 

 

 コロナ禍による一連の話が出ているが、障害者対応の点から工藤委員いかがか。視覚

障害者は触覚に拠るところが大きいが、手で触れることに抵抗感を向けられる、手話利

用者はマスクを着用されると読唇ができないといった課題が議論されているのではない

かと思う。 

 

 先日、重度の知的障害者施設である秩父学園においてクラスタ―が発生した。利用者

には基本的にマスクを着用してもらえず、また、職員のマスクを剥がしてしまうといっ

たことが要因である。ほかにも、国立リハビリテーションセンターでは館内全体に視覚

障害者用に手すりが設置されていることから消毒作業が大変で、それでも視覚障害者の

感染率は高い印象がある。聴覚障害者についてはマスクを着用すると意思疎通ができな

いため、マスクを外して会話していたら叱責を受けたといった話もあった。そのような

中であっても、コロナ禍の経験を踏まえて様々なコミュニケーションの取り方や配慮が

広まり障害特性が理解されたメリットもあったと感じている。 

 

 成年後見制度の話に戻るが、地域包括支援センターにおいては困難なケースへ対応す

るために、高齢者支援課や埼玉県弁護士会等の協力を得て学習の機会を設け、職員の専

門性を高めている。成年後見センターが設置されるとのことなので、こちらとも連携を

図りながら学ばせていただければありがたい。 

 

 地域包括支援センターは権利擁護相談の最前線であるため、社会福祉協議会や相談支

援センター等と連携していただくことが重要と考えている。明るい話題として、社会福

祉協議会で活動されていた後見支援員から所沢市では初となる市民後見人が誕生した。

弁護士や社会福祉士といった専門職ではなく、市民の中から後見人が出てくることが身

近になることは大変大きい。 

 

 市民後見人は勝手に受任できるわけではなく、監督人である社会福祉協議会との連携

になるかと思う。成年後見制度は必要な方には届けなければならないが、費用面の問題

を抜きにしては語れない。所属しているＮＰＯ団体では、十分に気を付けた上での制度

利用を方針にしている。 

 

３ その他 「ひきこもりの方の社会参加のための支援」 

・所沢市社会福祉協議会相談支援課あったかサポート「りーち！」吐田アウトリーチ

支援員による、コロナ禍おける福祉現場の状況について講演。 

 

 相談は当事者本人からあるのか、それとも家族からなのか。 

 

 本人からの場合はメールや直接の問い合わせもあり、家族からの場合であっても本人

同席であることが多い印象である。 
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中島委員長 

 

 

中川委員 

 

吐田支援員 

 

 

 

長谷部委員 

 

吐田支援員 

 

 

 

 

 

田中委員 

 

 

 

吐田支援員 

 

 

大島委員 

 

吐田支援員 

 

 

中島委員長 

 

 

 

 

事務局 

（伊藤主任） 

 

中島委員長 

 

 

東京都では圧倒的に家族からの相談が多い傾向だが、一方で豊島区は単身世帯が多い

ため本人からの相談が主であるなど、地域性によるところがある。 

 

ひきこもりを謳っていると当事者が相談しづらいといった面もあるのではないか。 

 

様々な感情をお持ちの方々がいることは承知しているが、過去に開催した交流会にお

いて当事者の方々から参加のきっかけを伺ったところ、「ひきこもり」でインターネッ

ト検索を行ってたどり着いたとのことだった。 

 

ひきこもりの原因については、調査などで把握しているのか。 

 

調査は行っていないが、様々な背景や要因がおそらくあると実感している。例えば、

診断は受けていないものの発達障害と思われる事例では、幼少期から感じていた生きづ

らさが積み重なった結果であるとか、就職したものの大きな挫折を経験したことでひき

こもり、外に出るきっかけを失ってしまった事例もあった。また、本人から明確な話が

あったわけではないが、いじめられた経験があるのではないかと感じた方もいた。 

 

普段の業務においてひきこもりの子を持つ高齢者とどこまで関わるかに限界がある

中、このような支援活動があることは大変心強い。家族からの相談件数の割合は、半数

程度あるのか。 

 

あったかサポート「りーち！」発足以前から取り組まれていた事例も引き継いでいる

ため正確に把握していないが、家族からの相談も多い。 

 

家族内に課題や問題がある場合、中々踏み込めない部分もあると思うが、いかがか。 

 

「りーち！」だけではなく、様々な関係機関の協力がなければ解決できないケースも

出てくると思われるので、スムーズに連携が取れる関係づくりが必要と感じている。 

 

ひきこもり相談はこれまで都道府県事業として行われていたが、近年厚労省からは市

町村で取り組むよう指示が出ている。そのような中で、所沢市がいち早く取り組んでい

ることは大変素晴らしい。 

 

次回の会議日程。 

次回会議の日程は、令和４年１１月１８日（金）午後２時を予定している。 

 

 

議題はすべて終了した。進行を事務局にお返しする。 
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事務局 

（菅原センタ

ー担当参事） 

５ 閉  会  

閉会を宣言した。 

   

 


